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環境保全対策（公害防止基準） 

 

新清掃工場（以下「本施設」という。）の周辺環境を保全するため、排ガス等の設計基準値

を図１に示す流れに沿って検討していきます。 

 

 

      ※なお、今回検討していただく設計基準値は現時点における基準値であり、 
生活環境影響調査の結果を基に、必要に応じて、見直しを行う。 
 

図１ 排ガス等の設計基準値決定までの流れ 
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１．排ガスの設計基準 

（１）基準を決める有害物質の種類 

ごみの焼却によって発生した排ガスには、ごみの成分に由来したばいじん、塩化水素、

（ＨＣｌ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）、ダイオキシン類、水銀といっ

た有害物質が含まれており、これらの有害物質については、法令により、その排出濃度

が規制されています。 

 それぞれの有害物質の概要と法令に定められた基準値を以下に示します。 

 

① ばいじん 

 ごみの焼却によって生じる煤（すす）、その他の粒子状物質で、大気汚染防止法の規制

対象となっています。基準値は、平成 10 年 7 月 1 日以降に新設された 1 炉 24～96t/24h

の廃棄物焼却炉で 0.08 g/m3N 以下となっています。 

 

② 塩化水素（ＨＣｌ） 

 ごみの中のプラスチック等に含まれる塩素分が燃焼することによって発生する物質で、

大気汚染防止法の規制対象となっています。基準値は、430 ppm 以下となっています。 

 

③ 硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

 ごみの中のゴム等に含まれる硫黄分が燃焼することによって発生する物質で、大気汚

染防止法の規制対象となっています。基準値は、約 2,050 ppm 以下(※)となっています。 

 ※硫黄酸化物の基準値は地域や煙突の高さなどによって変わります。 

 

④ 窒素酸化物（ＮＯｘ） 

 ごみの中の生ごみ等に含まれる窒素及び大気中の窒素が燃焼することによって発生す

る物質で、大気汚染防止法の規制対象となっています。基準値は、平成 2 年 9 月 1 日以

降に新設された廃棄物焼却炉で 250 ppm 以下となっています。 

 

⑤ダイオキシン類 

 ごみの燃焼によって発生する物質であり、ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象

となっています。基準値は、平成 12 年 1 月 16 日以降に新設された 1 炉 24～96t/24h の

廃棄物焼却炉で 1.0 ng-TEQ/m3N 以下となっています。 
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⑥水銀 

水銀が含まれる体温計等がごみに混入し、水銀が燃焼することによって発生します。

水銀の大気中への排出については、現在に至るまで、法令等で規制されていませんでし

たが、平成 25 年 10 月に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、大気汚染

防止法において、新設で 0.03 mg/m3N 以下、既設で 0.05 mg/m3N 以下という新たな基準値

の設定を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）他事例における排ガス設計基準 

排ガスの設計基準値については、法令による基準値を遵守した上で、近隣施設の他事

例における排ガス基準値等を参考に、設定を行っていきます。 

関東区域（東京、埼玉、神奈川）における、直近 5 年間に稼働した焼却処理施設、ま

たこれから稼働する焼却処理施設の排ガス基準値を表１に整理しました。 

 

 

【単位の説明】 

●m3N（ノルマルリュウベイ） 

気体は温度・圧力の変化によって体積が変化するため、数値を比較できるように、

0℃、1 気圧の状態（標準状態）に換算した値。1 m3N は標準状態に換算した 1 m3

のガス量を表す。 
 

●ppm（ピーピーエム） 

 100 万分の 1。％（100 分率）と同じように、100 万分の 1 を単位とする比率の概

念（100 万分率）。 
 
●ng 

 10 億分の 1 グラム。 
 
●TEQ（毒性等量） 

 ダイオキシンには色々な種類があり、その毒性も異なることから、最も毒性が高

いダイオキシンの毒性を１として、他の異性体の毒性の強さを換算した係数を用

い、計測された量とダイオキシン類の毒性を換算した値。 
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 （３）排ガス基準値設定の考え方 

関東区域、特に東京都内では全国トップレベルの基準値が設定されています。本施設

の排ガス設計基準値についても、「新立川市清掃工場（仮称）の基本的な考え方」（p12）

を踏まえ、自主的に最も厳しい基準値を目標とします。 

 

２．騒音・振動基準 

騒音・振動とは、人に不快な感じを与える音や揺れのことで、清掃工場では空気を圧縮

する機械（空気圧縮機）や風を送り込むための機械（送風機）、粗大ごみを破砕する機械

（破砕機）等が稼働することにより発生することが考えられます。 

本市では、「騒音規制法」、「振動規制法」、「都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例」（以下「都条例」という。）に基づき、騒音及び振動の防止に関する規制を行

っており、基準値には、都条例における規制基準値を設定します。 

  なお、騒音・振動の目安を図２及び図３に示します。 

 

   ※資料：「「騒音の目安」作成調査結果について」（平成 21 年 騒音調査小委員会）を加工。 

図２ 騒音の目安 

 

   ※資料：「よくわかる建設作業振動防止の手引き」（環境省）及び「建設作業振動対策の手引き」 
（平成 24 年 環境省）を加工。 

図３ 振動の目安 

航空機の機内

在来鉄道の車内

博物館の館内

役場の窓口周辺

単位：デシベル
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３．悪臭基準 

悪臭とは、不快な「におい」の総称のことで、清掃工場から発生する主な「におい」の

原因としては、ごみを焼却した時の排ガスや施設内のごみそのものの貯留によることが考

えられます。 

本市では、「悪臭防止法」及び「都条例」に基づき、悪臭の防止に関する規制を行って

おり、基準値には、都条例における規制基準値を設定します。 

なお、規制基準には、平成 7 年に悪臭防止法で導入された「臭気指数（人間の嗅覚を用い

てにおいの程度を数値化したもの）」が用いられており、臭気指数と臭気強度の目安を表２に示

します。 

 

表２ 臭気指数と臭気強度との関係 

臭気指数 臭気強度 内 容 

 0 

1 

2 

無臭 

やっと感知できるにおい 

何のにおいかわかる弱いにおい 

10～15 

12～18 

14～21 

2.5 

3 

3.5 

2 と 3の中間 

らくに感知できるにおい 

3 と 4の中間 

 4 

5 

強いにおい 

強烈なにおい 

※「臭気指数規制ガイドライン(H13.3)環境省環境管理局」より作成。 

 


